
「この契約大丈夫？」「これって怪しい？」など不安な時は相談しよう！

当別町消費生活相談窓口
当別町役場１Ｆ（平日午前８時４５分～午後5時15分）

発行／当別町住民環境部環境生活課町民生活係

▲
過去の見守り情報
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消費者に届いた偽メッセージ

図：トラブルのイメージ

連絡・アクセスすると

●怪しいアプリが入る。

●電話番号を乗っ取ら

れ利用される。

●個人情報の入力を

求められる。

●勝手に買い物され

料金を請求される。

身に覚えのない料金の

請求を受けることになります！

対 象 ： 町 民 （ 原 則 ６ ５ 歳 以 上 ）

貸与期間：１か月～6か月

受付方法：電話または消費生活相談窓口

そ の 他：設置は職員がします

※台数に限りがあるため、お待ちいただく場合があります
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●携帯電話・スマホのショートメッセージで「不在通知」

が届いてもニセモノです！連絡はしない！

●個人情報（パスワードなど）は絶対に入力しない！

●不安な時は消費生活相談窓口・警察に相談する！

被害にあわないためのアドバイス

無料貸出中 振り込め詐欺抑止装置

～詳しくは消費生活相談窓口まで～

ご自宅の
固定電話


